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世の中には、不可解な痛ましい事件が発生することがあります。神奈川県座間市の連続殺人

事件もその一例であるといえるでしょう。

自殺願望のある女性等をネットで検索し、直接連絡を入れ、自分のアパートに招き入れ殺害

したというものです。そして、自殺願望者に実際に会ってみると、本当に死にたいという人は

いなかった、と供述しているところからみると、殺害に至った動機・真相はますまる謎に包ま

れているといえるでしょう。

刑法上、自殺をしたいという人の自殺行為に関わると犯罪と罰せられます。自殺する人は無

処罰ですが、この行為に関わると処罰されるのです。そして、この自殺関与には、自殺幇助と

自殺教唆があり、また、別に同意殺人という犯罪もあります。

いずれも、殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、６ヶ月以上７年以下の懲役又は禁錮と

殺人罪よりも軽く、これらの罪の未遂も罰せられます。

また、痛ましい事件と言えば、熊本においても、平成２３年に当時３歳の幼児を殺害し、遺

棄したという事件がありました。当法人の清水事務所の近くで発生した事件でもあり、事件直

後は現場に行き、ご冥福を祈らせていただいた記憶があります。

犯罪は、犯罪被害に遭った方だけでなく、そのご遺族にも大きな影を落としますが、「代受

苦者」という言葉もあるように、他人事で済ませるのではなく、自分のこととして、これらの

方々への支援も大切であると思います。

今月２５日から来月１日までは、「犯罪被害者支援週間」ですが、当法人と連携している

「ＮＰＯ法人身近な犯罪被害者を支援する会」では、この週間にちなんで講演会とシンポジウ

ムを開催します。私もパネラーとして登壇する予定ですので、お時間ある方は是非ご出席して

いただければと思います。

それでは、今月の法エールもよろしくお願いします。

（代表社員 大島 隆広）

ご挨拶

先月より、最近注目を集めている信託の活用についてご紹介しています。

前回は、任意後見と信託の併用、後継ぎ遺贈型受益者連続信託の事案を説明しました。今回は、

社会問題化している事業承継にからんだ信託のスキームをご説明します。

～ 信 託 ～
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（検討）

上記の事案は、株式の譲渡のタイミングをいつにするかということが問題となっています。業績

のいい会社は、株価が高く、後継者に承継することが困難です。承継させるために、株価を下げた

り、銀行から融資を受けたり、経営承継円滑化法を活用したりと、会社ごとで様々な対策を講じて

います。

本件では、まだ株価が安く、すぐにでも承継すれば、税金も少額で済みます。しかし、Ｂは経営

者としてはまだ未熟な面もあり、株式をすべて渡すことには抵抗があります。

この場合、信託を利用して解決できないか検討してみます。

信託には、自己信託というものがあります。これは、委託者と受託者を同一人として、信託契約

を結ぶもので、契約当事者が同一人であるため、原則公正証書で契約書を作成しなければなりませ

ん。

本件の場合、委託者兼受託者がＡで、受益者をＢとします。株式の議決権行使は、受託者である

Ａが行います。もし仮にＢが代表取締役にふさわしくないと判断した場合は、Ａの判断で解任の決

議をすることができます。受益者Ｂは、株式の配当が発生した場合は、その利益を受けることがで

きます。また、Ａが死亡したときは、信託を終了させ、Ｂに株式を帰属させるようにしておくこと

で、他の相続人が株式を相続することはありません。受益者をＢとすることで、贈与税の問題が出

てきますが、株価が３００万円であるため、少額で済みます。

（まとめ）

自己信託は、これから増えてくるのではないかと思います。受託者がなかなか決まらないときで

も、まずは自分で受託者になり、機を見て受託者を第三者にお願いすることもできます。自己信託

の場合は、詐害的にならないようにする必要がありますので、設定する際は、専門家にご相談くだ

さい。

（事案）

株式会社甲の代表取締役Ａ（６０歳）には、長男Ｂ、二男Ｃ、長女Ｄがおり、Ｂが、株式

会社甲の取締役をしています。Ａは、６０歳を機に、Ｂに株式会社甲の代表取締役を引き継

がせたいと考えていました。Ｂは、代表取締役となることを了承しており、株式会社甲をもっ

と成長させたいという意欲を持っています。

Ａは、株式会社甲の株式を１００％所持しており、将来的にはＢにすべての株式を承継さ

せたいと考えています。現在の株価は総額で３００万円程度です。Ｂが会社の業績を伸ばす

ことにより株価が上がると、株式購入資金が用意できず、Ｂに株式を承継させることが難し

くなります。ただ、すぐに渡してしまうのも株主権行使の点で不安があり、もう少し様子を

みたいという気持ちがあります。

判例紹介 ～賃貸物件の手入れ～
（東京地方裁判所平成８年３月２５日判決）

《事案の概要》

賃借人Ｘは平成元年７月２日、賃料月額９万７０００円、敷金１９万４０００円で賃貸人Ｙか

ら建物を賃借した。平成３年７月２日の契約更新時に賃料が１万円増額され、敷金も２万円増額

されたのでＸは追加交付し、敷金はあわせて２１万４０００円となった。

平成６年３月３１日に賃貸借契約を合意解除、Ｘは同日建物を明渡した。
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Ｙは、Ｘが通常の使用による損害以上に損害を与えたとして、補修工事を実施し４６万９４７

４円を支出し、敷金を充当したので敷金は返還できないと主張したため、Ｘが敷金の返還を求め

て提訴した。

第一審（保土ヶ谷簡易裁判所平成７年１月１７日判決）では、Ｘが破損に何らかの寄与をした

り、通常の使用を超える損害・損耗を超えないとしてＸの請求を全面的に認め、Ｙが控訴した。

《判旨》

室内に発生したカビが相当の程度・範囲に及んでいたこと、本件建物の修繕工事をした業者が

同一建物内の他の建物の修繕をしたがそこには本件建物のような程度のカビは発生していなかっ

たことから、Ｘが通常の態様で使用したことから当然に生じた結果をいうことはできず、Ｘの管

理、すなわちカビが発生した後の手入れにも問題があったといわざるを得ない。

カビの汚れについてはＸにも２割程度責任があり、「故意、過失により建物を損傷した有責当

事者が損害賠償義務を負う」旨の契約条項により、Ｘは修繕費の一部１５万５２００円のうち、

３万円を負担すべきである。

以上から、Ｘが請求できるのは敷金２１万４０００円から３万円を差し引いた１８万４０００

円とした。

《コメント》

大掃除の計画・実行の季節です。賃貸物件にお住まいの方は、物件の今の使用状況を見直す良

い機会かもしれないですね。本件ではカビが発生した後に手入れを怠ったことで敷金が一部返還

されない結果をもらたしました。

契約締結の際はもちろん、内容変更や契約更新、解除の際にも契約内容をよく読み、不明な点

は司法書士・弁護士等専門家に相談して行動することをお勧めします。

（出典）

『再改訂版・賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン』

(一財)不動産適正取引推進機構 編著 大成出版社

先 日 、高 校 の 友 達 か ら の 誘 いで 、ま げ わ っ ぱ の 手 作 り教 室 に参 加 して きま した 。ま

げ わ っ ぱ の お弁 当 箱 を人 吉 か ら 来 ら れ た 師 匠 に教 え て 頂 き手 作 りしま した 。杉 で 作

られ たま げ わ っぱ の 部 品 に小 刀 を使 い穴 を開 けて 、桜 の 皮 を通 しま す 。

釘 は 一 本 も 使 わ ず 、木 同 士 を組 み 合 わ せ て 組 み 立 て て いきま す 。材 料 を手 に取 ると

とて も 良 い香 りが して 気 持 ちも 癒 され ま した 。師 匠 は 普 段 、人 吉 の ほ うで 作 品 を作 っ

たり、工 房 で 教 え たりして いら っ しゃるとの こ とで した 。会 場 で は 師 匠 の 作 品 にも 触 れ

るこ とが で き、木 の ぬ くも りや 、技 術 力 の 高 さに感 動 しきりで した 。師 匠 の お嬢 さん が

後 を継 ぐと聞 き、こ の 素 晴 らしい伝 統 工 芸 が 続 いていくこ とに嬉 しさを感 じま した 。

参 加 者 は ２０人 ほ ど 、子 ど も さん の 人 数 を入 れ た ら ３０人 ほ ど の 集 ま り、主 催 者 の

女 性 は 高 校 の ３つ下 の 後 輩 で 元 自 衛 官 、明 るく気 さ くな 人 柄 で す 。以 前 は 会 社 と家

の 往 復 ば か りだっ た こ とも あり 、自 分 の 友 達 や ご 主 人 の 友 達 、友 達 の 友 達 な ど ご 縁

の ある方 とこ ういっ た ゆ るいつな が りで の 集 ま りを主 宰 す るようにな っ た との こ とで し

た 。

ま げ わ っぱ を作 り終 えた後 、皆 で 食 べ た豚 汁 とおにぎりは 最 高 に美 味 しか ったで す。

とて も 笑 顔 にあふ れ た活 気 の ある会 で した 。こ ういっ たご 縁 を大 事 にして いきたいと

思 いま した。

（清 水 事 務 所 大 島 文 恵 ）

～手作り教室～コラム
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当法人では、継続的な相談にも対応できるよう、顧問契約の締結を行っています。

会社・個人問いません。詳しくはお近くの事務所までお気軽にお問い合わせください。

～寄り添う支援で笑顔ふたたび～
当法人は、「ＮＰＯ法人身近な犯罪被害者を

支援する会」との連携を図っています。

ご質問、ご相談等ございましたら、当法人もし

くは下記までご連絡ください。

TEL ０９６－３４１－８２２２

FAX ０９６－３４１－８３３３

お知らせ

命の絆・大切に、輝く命・永遠に
当法人は、「一般社団法人命の尊厳を考える会」

との連携を図っています。

ご質問、ご相談等ございましたら、当法人

もしくは下記までご連絡ください。

TEL ０９６－３３７－１２５１

FAX ０９６－３３７－３３５５

司法書士日記

紅葉を見に行こうと、友人と女二人で広島の宮島に１泊２日の小旅行に行きました。ただ、紅

葉狩りというのは名ばかりで、実際はご当地グルメを食べ続ける旅行となりました。広島風お好

み焼きは３回食べ、生牡蠣、焼き牡蠣、もみじ饅頭、変わりもみじもみじ饅頭、あと、、、なん

だっけ？

とにかく、食べたり、お酒飲んだり、ひたすら喋って笑って。お陰で、体重は順調に増加し、

冬に向けて着々と蓄えております（笑）。

ちなみに、紅葉はどうだったかというと、残念ながら記憶にあまり残っていません。あれ？そ

もそも何しに行ったんだっけ？

（健軍事務所 司法書士 山﨑 順子）


